
衆議院議員総選挙（平成29年10月22日執行）・広島県知事選挙（平成29年11月12日執行）
安芸高田市開票結果
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投票総数 [14,322]　有効投票数 [13,992]　無効投票数 [330]　持帰り[9]
最高裁判所裁判官国民審査
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〈 投票率 〉

57.38％

裁判官氏名 罷免を可とする 無効記載数罷免を可としない 計

投票総数 [14,444]　有効投票数 [14,024]　無効投票数 [420]　持帰り[1]
比例代表選出議員選挙

〈 投票率 〉

投票総数 [14,446]　有効投票数 [14,012]　無効投票数 [434]
小選挙区選出議員選挙

〈 投票率 〉

投票総数 [9,963]　有効投票数 [9,888]　無効投票数 [75]

広島県知事選挙

衆議院議員総選挙

〈 投票率 〉

40.24％

障害のため、日常生活に介護を要する65歳以上の
方に、所得税や市民税、県民税で（特別）障害者控除
を受けるための「障害者控除対象者認定書」を発行
しています。
《障害者控除対象者認定書》

所得税等の申告、または会社での年末調整の際に
提示すると、本人とその方を扶養にされている方が控
除を受けることができます。
○対象者

次の①～③すべてに該当する方またはその家族の方
①市内に居住する65歳以上の方
②精神または身体に障害がある方（認知症を含む）

③障害の程度が、日常生活で常に介護を必要とする
程度の方

※障害者手帳を所持されている方は、申告や年末調
整の際に手帳を提示することで、手帳の等級に応
じた障害者控除または特別障害者控除を受けるこ
とができます。ただし、障害者手帳では、障害者控
除の対象であっても、介護が必要な状態によって
は、この認定を受けることにより特別障害者控除の
対象となる場合があります。

障害者控除を受けるための認定書の発行

□問社会福祉課　障害者福祉係　担当：金井
（電話・お太助フォン）42-5615　 42-2130

□問地域営農課　営農支援係　担当：城﨑
（電話・お太助フォン）47-4021　 42-1003

平成30年産以降、減反政策（米の交付金・生産調整）が廃止され、生産者・団体が中心となり需要に応じた生産
に取り組むことになります。また、今後は市全体としての「生産の目安」の提示を行います。

市全体での提示とし、戸別には行いません。目標達成に向け、
主に「担い手（大型農家）」へ対し所得向上へ繋がる形となる
よう推進します。

※米の交付金＝米の直接支払交付金［7,500円/10a（1反）］

●交付対象品目・単価詳細

需要に応じた作物の生産振興や不作付地解消を
図るため、班長制度を継続します。
※ただし、国の補助金額に応じ、適宜見直しを行います。

農業推進班長制度

「減反政策（米の交付金・生産調整）」

・水田活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図るため、水田で麦・大豆・飼料作物等の
戦略作物を生産・販売する農業者等に対して交付されます。
・県の支援として、園芸作物や担い手の取り組み等に対し産地交付金を交付します。
※交付対象農地は、営農計画書（水稲共済細目書）に記載された水田が基本となります。

野菜等を生産し、出荷・販売※1される方は「野菜等の交付金」交付対象となりますので「経営
所得安定対策等交付金交付申請書」の提出をお願いします。

農業者向けパンフレット「経営所
得安定対策申請手続き等の手引
き」に掲載（5月下旬配布予定）

●交付申請書の配布
申請実績のある方には、あらかじめ住所・氏名等を
印字したものを配布予定（5月下旬を目途）

平成30年産以降「米の交付金」は廃止されますので、野菜等を出荷・販売※1しない方は、
交付申請書を提出する必要はありません。

野菜等の交付金（水田活用の直接支払交付金）

「経営所得安定対策等交付金交付申請書」の提出についてのお願い（平成30年5月頃）

※1…飼料作物については「飼料作物等利用供給契約書兼自家利用計画書」を提出してください

注意

これまで 今後（平成30年2月予定）

以下の制度はこれからも継続します

皆様のご協力により安芸高田市の
農業振興が図れますので、今後と
もお力添えいただきますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

※平成30年度に新たに交付申請を検討される方は、別途配
布する白紙の申請書をご利用ください。

「生産の目安（米の需給調整を行う上での
　生産面積の目安）」の提示

廃止されます

農業者の皆様へ
平成30年産から米政策が見直されます

制度に
関する
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